
 

４ 研究倫理教育の受講等について 

  

科研費により行われる研究活動に参画する研究代表者及び研究分担者は、令和３(2021)年度科学研究費助成

事業の新規研究課題の交付申請前までに、研究倫理教育等に関し、以下の点をあらかじめ行うことが必要であ

り、交付申請時に研究代表者及び研究分担者が研究倫理教育の受講等をしていることについて、電子申請シス

テムにより確認します。 

なお、過去に研究倫理教育の受講等をしている場合や、他の研究機関で研究倫理教育の受講等をした後に異

動をした場合などには、所属する研究機関に研究倫理教育の受講等について十分に確認をしてください。 

 

【研究代表者が行うべきこと】 

・交付申請前までに、自ら研究倫理教育に関する教材（『科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得

－』日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会、研究倫理 e ラーニングコース（e-Learning 

Course on Research Ethics［eL CoRE］）、APRIN e ラーニングプログラム（eAPRIN）等）の通読・履修を

すること、又は、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成２６年８月２６

日 文部科学大臣決定）を踏まえ研究機関が実施する研究倫理教育の受講をすること 

・交付申請前までに、日本学術会議の声明「科学者の行動規範－改訂版－」や、日本学術振興会「科学の健

全な発展のために－誠実な科学者の心得－」の内容のうち、研究者が研究遂行上配慮すべき事項について、

十分内容を理解し確認すること 

・研究分担者から 

①研究代表者が所属する研究機関に研究計画調書を提出（送信）するまでに、電子申請システム上で研究

分担者として参画すること及び「当該研究課題の交付申請前までに、研究倫理教育の受講等をする」こ

との承諾を得ること 

②交付申請前までに、研究分担者が研究倫理教育の受講等を行ったことを確認すること 

 

【研究分担者が行うべきこと】 

 ・研究代表者に、電子申請システム上で研究分担者として参画すること及び「当該研究課題の交付申請前ま

でに研究倫理教育の受講等をする」旨の承諾を行うこと 

・研究代表者が交付申請を行うまでに、自ら研究倫理教育に関する教材（『科学の健全な発展のために－誠

実な科学者の心得－』日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会、研究倫理 e ラーニング

コース（e-Learning Course on Research Ethics［eL CoRE］）、APRIN e ラーニングプログラム（eAPRIN）

等）の通読・履修をすること、または、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」

（平成２６年８月２６日 文部科学大臣決定）を踏まえ、研究機関が実施する研究倫理教育を受講し、受

講した旨を研究代表者に報告すること 

・研究代表者が交付申請を行うまでに、日本学術会議の声明「科学者の行動規範－改訂版－」や、日本学術

振興会「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－」の内容のうち、研究者が研究遂行上配慮す

べき事項について、十分内容を理解し確認し、その旨を研究代表者に報告すること 

  

 

５ 研究者情報の researchmap への登録について 
 

researchmap（https://researchmap.jp/）は日本の研究者総覧として国内最大級の研究者情報データベース

であり、登録した業績情報は、インターネットにより公開が可能であるほか、e-Rad や多くの大学の教員デー

タベース等とも連携しており、政府全体でも更に活用していくこととされています。 

また、科研費の審査において、researchmap 及び科学研究費助成事業データベース（ＫＡＫＥＮ）の掲載情

報を必要に応じて参照する取扱いとしますので、researchmap への研究者情報の登録をお願いします。なお、

審査において researchmap の掲載情報を参照するに当たっては、researchmap に登録されている「研究者番号」

により検索を行いますので、researchmap へ研究者情報を登録する際には、必ず「研究者番号」を登録してく

ださい。 

＜問合せ先＞ 

国立研究開発法人科学技術振興機構 

情報基盤事業部サービス支援センター（researchmap 担当） 

Ｗｅｂ 問合せフォーム：https://researchmap.jp/public/inquiry/ 
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